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   第１   総   

 

（名 ） 

第１  当法人は、一般社団法人全日本フレアバーテンダーズ協会と する。 

 

（  ） 

第２   この協会は、 が におけるフレアバーテンダーの と の 上及び

に しての しい の 及を て、 の の の 報 、 テ

を主とする 、 理 の 上、 の 、バー及び 場におけ

る 全で な の確 を り、もって の と の 上に

することを とする。 

     この協会は、 記の 成のため、次の事業を 。 

    （１）フレアバーテン ン を ての における 、 に する 

      、  

    （２）フレアバーテン ン を ての テ の 、 、 理に 

      する しい の 及を るための の利 及び  

      会 の開催 

    （３）会員に する 、 育及び の  

    （４）会員の  

    （５）その この協会の を 成するために 要な事業 

    

（主たる事務所の所 ） 

第３  当法人は、主たる事務所を 代田 に く。 

 

（ 告 法） 

第４  当法人の 告 法は、 告の 法により 。た し、事 その を

ない事 によって 告による 告をすることがで ない場 は 報に す

る 法により 。 

 

 

   第２   社  員 

 

（社 員） 

第５  当法人の社員は、当法人の に 同して入社した者とする。 

 

（入 社） 

第  当法人の成立 社員となるには、当法人所定の入社 書により入社の をし、

代表理事の承認を なけれ ならない。 



（経 の 務） 

第７  社員は、社員総会で定める の経 を なけれ ならない。 

 

（社員名 ） 

第  当法人は、社員の 名及び 所を記 した社員名 を作成し、当法人の主たる事

務所に くものとする。 

   当法人の社員に する は催告は、社員名 に記 した 所 は社員が当法

人に した 所にあてて ものとする。 

 

（  社） 

第９  社員は、次に る事 によって 社する。 

   １ 社員本人の 社の し出。た し、 社の し出は、１か月 にするものとす

るが、 を ない事 があると は、いつでも 社することがで る。 

   ２  

   ３ 総社員の同  

   ４ 名 

   社員の 名は、 当な事 があると に り、社員総会の決議によってすること

がで る。この場 は、一般社団法人及び一般 団法人に する法 （以 法

人法 とい 。）第３ 及び第４９ 第２ 第１号の定めるところによるもの

とする。 

 

 

   第３   社員総会 

 

（  ） 

第  当法人の定時社員総会は、 事業年 日の 日から２か月以内に し、 時

社員総会は、 要に て する。 

   社員総会は、法令に別段の定めがある場 を く か、理事の過 数の決定によ

り代表理事がこれを する。代表理事に事 しくは があると は、あら

か め定めた により の理事がこれを する。 

   社員総会を するには、会日より１ でに、社員に して を

するものとする。た し、 は、書 ですることを要しない。 

 

 

（ 手 の ） 

第  社員総会は、社員全員の同 があると は、 手 を経 に開催することがで

る。 

 

（議 長） 

第  社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事 しくは があ

ると は、あらか め定めた により、 の理事がこれに代 る。 



 

   第５   計  算 

 

（事業年 ） 

第  当法人の事業年 は、 年 月１日から 年７月３１日 での年１期とする。 

 

（計算書類 の定時社員総会 の提出 ） 

第  代表理事 は理事は、 事業年 、計算書類（ 表及び 計算書）及び

事業報告を定時社員総会に提出しなけれ ならない。 

   の場 、計算書類については社員総会の承認を け、事業報告については理

事がその内 を定時社員総会に報告しなけれ ならない。 

 

（ の分 の ） 

第  当法人は、 の分 を ことがで ない。 

 

（計算書類 の ） 

第  当法人は、 事業年 に る 表、 計算書及び事業報告 びにこれら

の 明細書を、定時社員総会の日の１ の日から５年 、主たる事務所に

くものとする。 

 

 

   第   定款の変更及び  

 

（定款の変更） 

第  本定款は、社員総会の 別決議をもって変更することがで る。 

 

（ ） 

第  当法人は、次の事 によって する。 

（１）社員総会の 別決議 

（２）社員か けたこと 

（３） （ により当法人が する場 に る。） 

（４） 手 開 の決定 

（５）その 法令で定める事  

 

（ ） 

第  当法人が をする場 において する は、社員総会の決議を経て、

認定法第５ 第１ 第１７号に る法人 は しくは 団 は当

法人と類 の を する 団 に するものとする。 
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